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行
政
に
対
す
る
相
談
や
要
望
を　

受
け
付
け
ま
す

　

４
月
１
日
付
で
行
政
相
談
委
員
の
委

嘱
替
え
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
旧
市
で
は

榎え
の
き
な
お
 
こ
 

直
子
さ
ん
（
湖
山
）、田た

な
か中

美み

え枝
さ
ん
（
菖

蒲
）、
大お

お
い
し石

正ま
さ
ゆ
き幸

さ
ん
（
正
蓮
寺
）、
児こ

じ
ま島

良り
ょ
う

さ
ん
（
湖
山
）
が
引
き
続
き
委
嘱
さ
れ

ま
し
た
。
任
期
は
、
令
和
3
年
３
月
31
日

ま
で
で
す
。

	

０
８
５
７-

20-

３
４
２
１

	

０
８
５
７-

21-

３
４
０
１

鳥
取
市
社
会
奉
仕
活
動
等
補
償
制

度
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険
制
度
）

　

本
市
で
は
、
市
民
の
み
な
さ
ん
に
安
心
し

て
社
会
奉
仕
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
け

る
よ
う
、
補
償
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

対
象
と
な
る
活
動
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

①
道
路
・
河
川
・
公
園
・
学
校
・
社
会
福
祉

施
設
そ
の
他
公
共
施
設
ま
た
は
公
共
的
施
設

の
環
境
整
備
活
動　

②
防
火
・
防
災
・
防
犯
・

交
通
安
全
・
公
衆
衛
生
お
よ
び
青
少
年
愛
護
、

育
成
の
た
め
の
活
動　

③
高
齢
者
・
障
が
い

者
な
ど
に
対
す
る
看
護
・
援
護
・
厚
生
な
ど

の
活
動　

④
鳥
取
市
の
事
業
に
協
力
す
る
活

動　

⑤
①
～
④
ま
で
に
類
す
る
活
動

※
右
記
に
あ
て
は
ま
る
活
動
で
も
補
償
の
対

象
に
な
ら
な
い
活
動
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

制
度
の
利
用
は
事
前
の
登
録
が
必
要
で
す
。

※
詳
し
く
は
各
地
区
公
民
館
に
設
置
し
て
い

る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問	

鳥
取
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

	

０
８
５
７-

29-

２
２
２
８

第
64
回
鳥
取
県
植
樹
祭

時
５
月
11
日
（
土
）
10:

00
～
15:

00　

所
と
っ
と
り
出
合
い
の
森
（
桂
見
）

容
参
加
者
植
樹
、
式
典
、
緑
化
苗
木
無
料
配

布
、郷
土
芸
能
、飲
食
コ
ー
ナ
ー
、木
工
教
室

問	

第
二
庁
舎
林
務
水
産
課

	

０
８
５
７-

20-

３
２
３
５

	

０
８
５
７-

20-

３
０
４
７

５
月
12
日
は
民
生
委
員・児
童
委
員
の
日

　

本
市
で
は
、
５
１
６
人
の
民
生
委
員
（
児

童
委
員
を
兼
ね
る
）
が
、「
広
げ
よ
う　

地

域
に
根
ざ
し
た　

思
い
や
り
」
を
キ
ャ
ッ
チ

フ
レ
ー
ズ
に
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
地
域
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
と
し
て
、
地
区
社
会
福
祉
協
議
会

や
と
な
り
組
福
祉
員
、
愛
の
訪
問
協
力
員
な

ど
と
連
携
・
協
力
し
て
地
域
福
祉
推
進
の
た

め
の
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
住
民
か

ら
福
祉
に
関
わ
る
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
支

援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
行
政
、
社
会
福
祉

協
議
会
や
学
校
な
ど
の
関
係
機
関
へ
の
「
つ

な
ぎ
役
」と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

　

相
談
内
容
や
個
人
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す

の
で
、
生
活
上
の
困
り
ご
と
や
心
配
ご
と
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
お
近
く
の
民
生
委
員
・
児

童
委
員
に
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問	

駅
南
庁
舎
地
域
福
祉
課

	

０
８
５
７-

20-

３
４
５
１

	

０
８
５
７-

20-

３
４
０
４

　

行
政
相
談
委
員
は
、
総
務
大
臣
か
ら
市
町

村
ご
と
に
委
嘱
さ
れ
、
無
償
で
行
政
サ
ー
ビ

ス
へ
の
要
望
や
暮
ら
し
の
困
り
ご
と
を
お
聴

き
し
、
解
決
の
た
め
の
助
言
や
関
係
機
関
へ

の
連
絡
を
行
っ
て
い
ま
す
。

問	

鳥
取
行
政
監
視
行
政
相
談
セ
ン
タ
ー

	

０
８
５
７-

24-

５
５
４
１

人
に
や
さ
し
い
、
差
別
の
な
い
社
会

を
つ
く
る
た
め
の
啓
発
パ
レ
ー
ド
・

代
表
者
対
象
人
権
問
題
研
修
会
開
催

問	

鳥
取
市
人
権
教
育
協
議
会
企
業
部
会
事

務
局
（
人
権
推
進
課
内
）

	

０
８
５
７-

20-

３
１
４
１

	

０
８
５
７-

20-

３
０
５
２

【
啓
発
パ
レ
ー
ド
】　
時
５
月
31
日
（
金
）

13:

30
～
14:

00　

所
集
合
場
所
：
鳥
取
駅

風
紋
広
場　

▽
コ
ー
ス
：
若
桜
街
道

【
研
修
会
】　
時
５
月
31
日
（
金
）
14:

30
～

16:

30　

所
と
り
ぎ
ん
文
化
会
館
小
ホ
ー

ル
（
尚
徳
町
）　

容
▽
講
演
：「
職
場
の
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
へ
の
正
し
い
理
解	

～
あ
な
た

は
被
害
者
？
そ
れ
と
も
加
害
者
で
す
か
？

～
」　

▽
講
師
：
本ほ

ん
 
だ
 
あ
け
 
み
 

多
明
美
さ
ん
（
Ｓ
ａ
ｙ

家
族
相
談
室
代
表
）　

料
無
料　

※
参
加
希

望
者
は
問
い
合
わ
せ
先
ま
で

ふ
る
さ
と
の
映
像
を
見
る
会

容
ふ
る
さ
と
に
関
す
る
昔
な
つ
か
し
の
映

像
を
上
映　

上
映
予
定
：（
１
）
年
に
一
度

の
井
手
さ
ら
え	

～
八
頭
郡
郡
家
町
～
（
昭

和
63
年
制
作
）　
（
２
）「
ち
ゅ
う
ご
く
人
間

劇
場
」
銀
輪
が
き
ら
め
く
瞬
間
（
平
成
６
年

制
作
）　

時
５
月
16
日
（
木
）
10:

00
～
、

14:

00
～　

所
鳥
取
市
文
化
セ
ン
タ
ー
２
階

大
会
議
室　

料
無
料　

事
前
申
込
み
不
要

鳥
取
地
域
一
斉
清
掃

み
ん
な
で
ご
み
の
な
い
美
し
い
ま
ち
に
！

時
５
月
19
日
（
日
）　

※
ご
み
は
翌
20
日

（
月
）
～
31
日
（
金
）
の
間
に
収
集
し
ま
す
。

【
注
意
事
項
】

◆
ご
み
は
町
内
会
で
決
め
ら
れ
た
一
斉
清
掃

用
の
集
積
場
所
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
鳥
取
市
文
化
セ
ン
タ
ー

	
０
８
５
７-

27-

５
１
８
１

	

０
８
５
７-
27-

５
１
５
４

第
44
回
鳥
取
市
民
音
楽
祭

時
６
月
２
日
（
日
）
11:
00
～
16:

30

所
鳥
取
市
民
会
館
（
掛
出
町
）　

容
「
い

つ
も
心
に
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
」
を
キ
ャ
ッ
チ
コ

ピ
ー
に
、
鳥
取
市
内
で
音
楽
活
動
を
し
て
い

る
23
団
体
（
器
楽
・
合
唱
な
ど
）
が
演
奏
発

表　

料
３
０
０
円　

※
中
学
生
以
下
無
料

問	

市
民
音
楽
祭
実
行
委
員
会
事
務
局（
高
浜
）

・

	

０
８
５
７-

29-

０
２
２
５

問	

本
庁
舎
文
化
交
流
課

	

０
８
５
７-

20-

３
２
２
６

	

０
８
５
７-

20-

３
０
４
０

か
ら
調
査
員
が
訪
問
し
ま
す
。

　

紙
の
調
査
票
ま
た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

回
答
で
き
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問	

本
庁
舎
総
務
課

	

０
８
５
７-

20-

３
１
５
６

	

０
８
５
７-

20-

３
０
４
０

生
活
困
窮
に
係
る
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
減
免

　

生
活
困
窮
に
係
る
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
減
免
を
行
っ
て
い
ま
す
。
減
免
を
受
け

る
た
め
に
は
、
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る

た
め
、
心
当
た
り
の
あ
る
人
は
ひ
と
ま
ず
固

定
資
産
税
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

１	

減
免
対
象
者
（
前
年
の
12
月
31
日
現
在
）

⑴
年
齢
65
歳
以
上
の
世
帯　

⑵
特
別
障
害
者

⑶
寡
婦
・
寡
夫

２	

所
得
要
件

　

世
帯
収
入
と
預
貯
金
な
ど
の
合
計
が
生
活

保
護
基
準
の
１
．
２
倍
以
下
で
あ
る
こ
と
。

３	

減
免
対
象
外
と
な
る
場
合

⑴
世
帯
員
以
外
の
名
義
（
死
亡
し
た
家
族
を

含
む
）
と
な
っ
て
い
る
場
合　

⑵
リ
バ
ー
ス

モ
ー
ゲ
ー
ジ
を
利
用
し
て
い
る
場
合

４	

減
免
割
合

　

年
税
額
の
１
／
２
。
た
だ
し
、
法
定
納
期

限
１
週
間
前
に
申
請
が
必
要

５	
減
免
申
請
受
付
期
間
に
つ
い
て

　

固
定
資
産
税
の
減
免
申
請
は
、
納
税
通
知

書
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
可
能
に
な
り
ま

す
。
な
お
、
前
年
に
減
免
を
受
け
た
と
し
て

も
毎
年
減
免
申
請
が
必
要
で
す
。

問	

駅
南
庁
舎
固
定
資
産
税
課

◆
び
ん
・
缶
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
な
ど
の
分
別

を
徹
底
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
家
庭
ご
み
や
家
電
製
品
、
大
型
ご
み
、
タ

イ
ヤ
な
ど
は
出
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

※
ケ
ガ
を
し
な
い
よ
う
、
無
理
の
な
い
範
囲

で
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。

問	

鳥
取
市
市
民
運
動
推
進
協
議
会
（
協
働

推
進
課
内
）

	

０
８
５
７-

20-

３
１
８
２

	

０
８
５
７-

21-

１
５
９
４

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動　
　
　

５
月
11
日（
土
）
～
20
日（
月
）

つ
く
ろ
う
よ　

事
故
な
し　

笑
顔
の
鳥
取
県

【
運
動
の
重
点
】

●
子
ど
も
と
高
齢
者
の
安
全
な
通
行
の
確
保

と
高
齢
運
転
者
の
交
通
事
故
防
止

●
自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進

●
全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ

ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し
い
着
用
の
徹
底

●
飲
酒
運
転
の
根
絶

問	

鳥
取
市
交
通
安
全
対
策
協
議
会
事
務
局

（
協
働
推
進
課
内
）

	

０
８
５
７-

20-

３
１
８
２

	

０
８
５
７-

21-

１
５
９
４

２
０
１
９
年
工
業
統
計
調
査
に　

ご
協
力
を

　

６
月
１
日
、
製
造
業
の
実
態
を
調
べ
る
た

め
、
２
０
１
９
年
工
業
統
計
調
査
を
行
い
ま

す
。
調
査
結
果
は
、
産
業
施
策
の
基
礎
資
料

や
、
経
済
分
析
の
指
標
と
し
て
利
用
さ
れ
ま

す
。
調
査
対
象
の
事
業
所
に
は
、
５
月
中
旬

お
知
ら
せ

田中美枝さん

榎	直子さん

児島	良さん

大石正幸さん

学生のみなさん、
学生納付特例制度
についてお知らせします
〜在学期間中の保険料を社会人になって

から納めることができる制度です〜
　学生は一般的に所得が少ないため、ご本人の
所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納
付が猶予される「学生納付特例制度」がありま
す。学校教育法に規定する大学（大学院）、短
期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校お
よび各種学校（修業年限１年以上である課程）
に在学している学生のうち、本人の前年所得が
下記計算式で計算した金額以下であれば、学生
納付特例制度が利用できます。
　令和元年度中に20歳を迎え、国民年金の加
入と同時に申請する人は、日本年金機構から送
られる資格取得届書と学生納付特例申請書に、
学生証の写しまたは在学証明書を添えて申請し
てください。
【所得の目安】
118万円＋（扶養親族などの数×38万円）
＋社会保険料控除額など
■既に国民年金に加入している学生で学生納
付特例制度の利用を希望する人は、次の手
続きが必要です。

【平成 30年度に学生納付特例の承認を受け
ている人】
　平成 30 年度に学生納付特例を承認され、
令和元年度も同じ学校に在学する人は、※『学
生納付特例申請書（ハガキ）』に必要事項を
記入し、返送することで学生納付特例の申請
ができます。この場合、学生証の写しまたは
在学証明書の添付は不要です。
※ハガキは 4月上旬までに日本年金機構が発
送済。ただし、手続きが本年 2月以降の人
は随時発送。

【令和元年度新たに学生納付特例を申請する
人、在学する学校を変更する人、在学予定
期間の最終年度が変更になった人】
　学生納付特例申請書の提出が必要です。
申請に必要なもの
〇年金手帳
〇学生証の写しまたは申請する年度に証明さ
れた在学証明書（原本）
〇認印（本人が署名する場合は不要）
〇会社などを退職して学生になった人は、
次の書類のいずれかが必要です。
　◎雇用保険被保険者離職票（コピー可）
　◎雇用保険受給資格者証（コピー可）
　◎雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
　　（コピー可）
問鳥取年金事務所　 	0857-27-8311
	 駅南庁舎保険年金課
	0857-20-3484		 	0857-20-3407


